
古賀市 導入促進基本計画 

 

 

１ 先端設備等の導入の促進の目標 

（１）地域の人口構造、産業構造及び中小企業者の実態等 

本市は、大消費地である福岡市の近郊にあり、交通の利便性も高く、本市が属

する福岡都市圏は平成３７年まで緩やかな人口増加が続くと推計されている。人

口構成は、老年人口割合が年少人口割合を超えており、平成 27 年時点での高齢

化率は約 24.5％となっている。 

また、産業構造は、昭和４０年代から計画的に６つの工業団地などの整備を促

進し、企業誘致を進めたことなどにより、産業別の従業員数で製造業が 33％と強

い工業力が特色になっている。他の産業では、卸売業・小売業が 16%、医療・福

祉が 16％、運送業・郵便業が 8％となっており、多様な業種の企業が立地してい

る。 

その中で、大多数は中小企業であり、地域経済の下支えをしているが、昨今で

は、グローバルを含めた競争環境の激化等の外部的な要因と少子高齢化による人

手不足、後継者不足等の内部的な要因により厳しい環境に置かれており、労働生

産性を高めることが急務である。 

本市ではこれまでも、関係機関と連携し、古賀市企業立地促進条例や認定創業

支援事業計画に基づく取り組み等を通じて企業支援を行ってきたが、今般、国に

おいて制定された生産性向上特別措置法にもとづき、本市としても固定資産税の

特例措置を行い、国と一体となった地域中小企業の生産性向上の促進を通じて、

地域産業の振興及び競争力の強化を行っていく。 

 

年代別人口 

年次 総人口 年少人口 生産年齢人口 高齢者人口 

平成 27 年 57,959 人 8,266 人 14.3％ 35,455 人 61.2％ 14,123 人 24.5％ 

                                出典：国勢調査 



 

出典：経済センサス 

 

（２）目標 

   本市には、法人市民税の特例の対象となる中小企業が約１，０００社あり、計

画期間内で全体の３％に当たる３０社（件）の先端設備等導入計画認定を目標と

する。  

 

（３）労働生産性に関する目標 

先端設備等導入計画が認定される事業者の労働生産性が年平均３％以上向上

することを目標とする。 

 

２ 先端設備等の種類 

古賀市の産業は、製造、卸売、小売、医療、福祉、運送、サービス業など多様な

業種が古賀市の経済、雇用を支えているため、これらの産業で広く事業者の生産性

向上を実現する必要がある。したがって、多様な産業の多様な設備投資を支援する

観点から、本計画において対象とする設備は、経済産業省関係生産性向上特別措置

法施行規則第１条第１項に定める先端設備等すべてとする。 

ただし、太陽光発電設備については、重要な観光資源である景観や環境への調和

及び配慮が特に必要であることから、発電電力を直接商品の生産若しくは販売又は

役務の提供の用に供するために自ら消費する設備（自ら消費した余剰分の電力を売

電するものを含む）及び発電電力の全てを他者に供給し、売電収入を得るための設

備（以下「全量売電設備」という。）であって建物の屋上に設置するものに限るもの

とし、それ以外の設備（全量売電設備であって土地に自立して設置するものなど）

は対象としない。 

 

３ 先端設備等の導入の促進の内容に関する事項 

（１）対象地域 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

産業分類別構成（平成28年）

農業、林業 鉱業、採石業、砂利採取業
建設業 製造業
電気・ガス・熱供給・水道業 情報通信業
運輸業、郵便業 卸売業、小売業
金融業、保険業 不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業 宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業 教育、学習支援業
医療、福祉 複合サービス業
サービス業（他に分類されないもの）



古賀市における産業は、海岸部から山間部にかけて、広域に立地しており、広 

く事業者の生産性向上を実現する観点から、本計画の対象区域は、市内全域とす

る。 

 

（２）対象業種・事業 

古賀市の産業は、製造、卸売、小売、医療、福祉、運送、サービス業など多岐

に渡り、多様な業種が地域の経済、雇用を支えている。そのため、生産性向上に

向けた事業者の取り組みは、新商品の開発、自動化の推進、ＩＴ導入による業務

効率化、省エネ等、多岐にわたることが考えられる。 

したがって、本市における生産性を向上させるために、本計画において対象と

する業種を全業種とし、労働生産性が年平均３％以上に資すると見込まれる事業

であれば、幅広い事業を対象とする。 

 

４ 計画期間 

（１）導入促進基本計画の計画期間 

   国が同意した日から５年間 

 

（２）先端設備等導入計画の計画期間 

   ３年間、４年間又は５年間 

 

５ 先端設備等の導入の促進に際し配慮すべき事項 

 人員削減を目的とした取組を計画認定の対象としない等、雇用の安定に配慮する。 

 また、反社会的勢力との関係が認められるものについては、計画の認定の対象とし  

 ない等、健全な地域経済の発展に配慮する。 

 

 

 


